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日行連発出「自動車販売会社による登録等の手続における行政書士

法違反になるものと考えられる例」に寄せて

令和7年12月24日 初稿

令和7年12月25日 改訂

茨城県行政書士会 運輸交通部

令和8年より施行される改正行政書士法により、第19条第1項の趣旨が明確化されるとともに、

両罰規定の強化が図られた。

これを受け、日本行政書士会連合会（以下「日行連」という。）から、自動車販売会社による自

動車登録等の手続に関し、行政書士法違反となるおそれのある具体例および自動車販売会社に対

する周知徹底事項が発出されたところである。

本稿は、当該日行連発出文書の内容を踏まえ、会員各位において理解を深め、実務における共

通認識を形成することを目的として、要点を整理するものである。

1 行政書士法違反となるおそれのある主な例（整理）

（1）車庫証明申請業務に関するもの

自動車販売会社の販売員が、有償または反復継続して、

・自社販売車両に係る車庫証明申請書を作成する行為

作成費用を無料としていても、販売代金等に対価が含まれると評価される場合を含む

・顧客情報・車両情報等の社内データベースを用いて申請書を作成する行為

・警察署提出後に、車台番号の追記や記載内容の訂正・補正をする行為

警察署職員から求められた場合であっても同様

（2）自動車登録業務に関するもの

自動車販売会社の販売員が、有償または反復継続して、

・自社販売車両に係る自動車登録申請書を作成する行為

・社内データベースを用いて登録申請書を作成する行為

・陸運支局等への提出後に、追記・訂正・補正をする行為

窓口からの指摘に基づく場合であっても不可

これらはいずれも、「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」官公署に

提出する書類を業として作成する行為に該当し、行政書士法第19条第1項違反となるものと整理さ

れている。
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2 自動車販売店に対する周知徹底事項（要点）

日行連は、自動車販売会社およびその販売員に対し、次の点について特に周知徹底する必要が

あるとしている。

・行政書士法の考え方は、車庫証明申請書および自動車登録申請書に限らず、官公署に

提出する一切の書類、ならびに権利義務・事実証明に関する書類全般に及ぶこと

・改正法により、「報酬」の名目を問わない違法性が明文化されたこと

・両罰規定の改正により、行為者のみならず、法人等にも100万円以下の罰金刑が科され

得ること

・行政書士法違反は、刑事責任のみならず、企業の信用失墜、顧客離れ等、経営上の重

大なリスクを伴うこと

・販売員への教育・周知が不十分である場合、結果として違反行為を招きかねないこと

・本通知に記載されていない行為であっても、行政書士法違反とならないことを意味す

るものではないこと

・不明点は、日本行政書士会連合会許認可業務部運輸交通部門に照会すること

3 書類の収集、使者としての申請および受領等に関する見解

（1）書類の収集について

・書類を「収集する行為」自体は、行政書士法違反には該当しない

・ただし、申請に添付する自認書、使用承諾証明書、配置図等について、権利者等が作

成した書類を預かるにとどまる場合は問題ないが販売店側が作成、記載、追記、修正

等に関与した場合は違反となる

・住民票等の取得を、申請者に代わってする行為は、官公署に提出する書類の作成・提

出に該当し、行政書士法違反となるものと考えられる

（2）使者としての申請・受領について

・使者としての申請・受領自体は直ちに違法とはされていない

・しかし、窓口での受理可否は官公署の判断に委ねられており、本人確認や使者の限定

を厳格に行う窓口も既に存在している

・使者による申請の場合、追記・補正は一切認められず、日付や車台番号の追記等を行

えば行政書士法違反となる

・日行連としては、官公署窓口に対し、国民の権利利益保護の観点から、より厳格な対

応を求めていく方針である



- 3 -

（3）費用の徴収について

・書類収集や使者行為自体が違法でない場合、一定の費用徴収は可能とされている

・ただし、その範囲は法定費用、人件費、交通費等の直接経費に限定され、合理的に算

定される必要がある

・過大な費用を徴収した場合、書類作成への関与が疑われるおそれがあることに留意す

べきである

（4）OSS申請等について

・自販連等におけるOSS申請は、行政書士法第19条の適用除外であり、改正法の影響はな

い

・もっとも、OSSによる車庫証明申請における配置図の作成は行政書士業務とされており、

販売店が作成すれば違反となる

4 本会（茨城会運輸交通部）の補足見解

前記日行連発出文書の内容を踏まえ、本会運輸交通部として、実務上特に誤解が生じやすい点

について、以下のとおり補足的な見解を示す。

（1）使者による申請行為に関する見解の詳細

改正行政書士法は、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け、報酬を得て官

公署に提出する書類等を作成する行為を規制対象とするものであり、申請者本人が作成した書類

を第三者が官公署へ持参する、いわゆる「使者」としての提出行為そのものを一律に禁止又は制

限する趣旨の規定は設けられていない。

したがって、申請者本人が自ら作成した車庫証明申請書や自動車登録申請書等を、自動車販売

店の従業員等が預かり、官公署へ持参する行為自体は、直ちに行政書士法違反に該当するもので

はない。

もっとも、使者は、行政書士や適法な代理人とは法的地位を異にする存在であり、官公署の窓

口において、申請書の記載内容に不備や誤りが判明した場合であっても、記載の訂正、補正、追

記等の一切の行為を行うことは許されない。

仮に官公署職員から補正を求められた場合であっても、これに応じて記載内容に手を加える行

為は、行政書士法違反となるおそれがあることに留意する必要がある。

また、使者による申請は、申請内容の確認や本人意思の確認が窓口で困難となる場合があり、

結果として行政手続の円滑な遂行を阻害し、現場の混乱や手続の遅延を招く要因となり得る。

実際に、本人確認や使者の範囲を厳格に運用している官公署窓口も存在しているところである。
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以上を踏まえ、本会運輸交通部としては、法令上直ちに違法とならない場合であっても、非行

政書士による使者としての申請行為については、その不利益や実務上の支障を十分に理解した上

で、極力慎んでいただくことが望ましいと考える。

自動車登録及び車庫証明手続の適正かつ円滑な実施の観点からは、行政書士が関与する体制を

整えることが、申請者、官公署双方にとって最も合理的であることを、会員各位におかれては関

係先へ丁寧に説明されたい。

（2）委任状の記入行為について

委任状については、依頼を受けて作成する「官公署に提出する書類」又は「権利義務若しくは

事実証明に関する書類」には該当しないと解されている。

このため、委任状の記入行為自体は行政書士法の適用範囲外であり、自動車販売店がこれを行

うことについては、直ちに行政書士法上の支障が生じるものではない。

もっとも、委任状の作成を端緒として、申請書類本体の作成、記載、追記、補正等に関与する

こととなれば、行政書士法違反の問題が生じ得るため、その取扱いには引き続き慎重な対応が求

められる。

（3）継続検査（いわゆる車検）に係る申請書の作成・申請について

継続検査において通常必要とされる書類は、継続検査申請書および自動車検査結果（保安基準

適合表等）にほぼ限定されており、所有者・使用者・権利関係に変更が生じないことが一般的で

ある。

また、申請書の記載内容も、車両特定情報および検査実施結果といった客観的事実の転記に近

い性質を有する。

この点を踏まえると、継続検査に係る申請書の作成・提出行為については、直ちに行政書士法

上の「事実証明又は権利義務に関する書類の作成」に該当するものではないと評価し得る余地が

あるとの見解も成り立ち得る。

もっとも、改正行政書士法は、行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受けて書

類を作成し、又は官公署に提出する行為について、罰則をもって業務独占を及ぼすものである。

したがって、外形上「書式への記入」や「物理的な提出」にとどまる場合であっても、行政書

士以外の者が有償又は反復継続して書類作成に関与する行為は、行政書士法に抵触する可能性を

否定できない。

このため、持込車検においては、申請実務上、申請代理人欄に行政書士名を記名するなど、少

なくとも当該書類作成に行政書士が関与していることを明示する運用に努めることが望ましいと

考えられる。
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また、保安基準適合証を用いた継続検査については、制度構造上、登録手続と同様に、書類作

成および申請行為の双方について行政書士が関与・実施することが、本改正の趣旨に照らして相

当であると整理するのが妥当であろう。

5 おわりに（まとめ）

今回の行政書士法改正は、自動車登録分野に携わる行政書士にとって、業務領域の明確化と拡

大という大きな機会をもたらすものである。

一方で、その意義は単に「権限がある」「排他性がある」と主張することにあるのではなく、適

正かつ高度な業務遂行を通じて、国民の権利利益を実現する点にこそある。

会員各位におかれては、法改正の趣旨を正しく理解し、関係業界との適切な連携を図りつつ、

今まで以上に研鑽を積み、責任ある受け皿として信頼される存在となることが求められている。

本稿が、そのための共通理解の一助となれば幸いである。

以上


